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三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿 会場図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ・・・テント 

 

＜各地区の待機エリア割りについて＞ 

 

Ａ 桑員、三泗地区、B 団体地区       Ｂ 津、伊賀地区       Ｃ 鈴鹿、亀山地区 

Ｄ 松阪、多気地区       Ｅ 伊勢、鳥羽地区     Ｆ 紀北、熊野、南牟婁地区 

 

 

＜テント使用について＞ 

 A、B エリアでテントを利用する地区は、緊急車両の通路を確保するため、通路の本部側を利用する。 

上記 C から F エリアに常設されている屋根付きのベンチは、保護者は利用しないよう徹底する。 
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１    ２    ３    ４ ５    ６    ７    ８ 

９    １０    １１    １２ １３    １４    １５    １６ 



三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿 駐車案内図 

 

今大会で利用できる駐車場は、以下の〇がついているエリアです。 

＊第３・４駐車場は利用することができません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


